
３委員会未付託議案の要旨

　　　　　　　　　　　　　※　内閣が衆議院に提出した議案で､参議院に送付されていないものも含む。
　(内閣提出法律案)

　　　　　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法

　　　　　律案(閣法第19号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、公正かつ自由な経済社会を実現するために競争政策の積極的展開を図るこ

とが必要であることにかんがみ、不当な取引制限等に対する課徴金の額の引上げ、課徴金

の減免制度の創設、審判手続等の見直し、犯則調査権限の導入等の所要の措置を講じよう

とするものである。

　　　　　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための

　　　　　刑法等の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第46号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯

罪の共謀罪の新設等をするとともに、組織的に実行される強制執行妨害事犯等についての

処罰規定を整備し、サイバー犯罪に関する条約の締結に伴い、不正指令電磁的記録作成等

の行為についての処罰規定、電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定等を

整備しようとするものである。

　　民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案（第159回国会閣法第65号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、弁護士等の訴訟代理人の報酬に係る費用について、当事者の双方共同の申

立てがある場合に、これを訴訟費用として敗訴者の負担とする制度を設けようとするもの

である。

(本院議員提出法律案)

　　　　　戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案(参第２号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本法律案は、旧陸海軍の関与の下で行われた女性に対する組織的かつ継続的な性的な行

為の強制により、それらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実につき謝罪の意を表し

及びそれらの女性の名誉等の回復に資する措置を我が国の責任において講ずることが緊要

な課題であることにかんがみ、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に必要な基本的事項

を定めようとするものである。



　（予備費等支出承諾）

　　　平成十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　一般会計予備費予算額2,500億円のうち、平成15年４月22日から16年１月27日までの間

に使用を決定した金額は1,189億円余で、その内訳は、衆議院総選挙及び最高裁判所裁判

官国民審査に必要な経費742億円余、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援

活動の実施に必要な経費268億円余などである。

　　　平成十五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　特別会計予備費予算総額２兆214億円余のうち、平成15年12月９日に使用を決定した金

額は110億円で、これは農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不足を補う

ために必要な経費である。

　　平成十五年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管

　　経費増額調書（その1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　平成15年８月５日から同年９月26日までの間に決定した経費増額総額は281億円余で、そ

の内訳は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額212億円余、治

水特別会計治水勘定における河川事業の調整等に必要な経費の増額55億円余などである。

　　　平成十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　一般会計予備費予算額2,500億円のうち、平成16年３月１日から同年３月30日までの間

に使用を決定した金額は130億円余で、その内訳は、退職手当の不足を補うために必要な

経費109億円、矯正収容費の不足を補うために必要な経費13億円などである。また、平成15

年度一般会計予備費使用総額は1,319億円である。

　　　平成十五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書（その2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　特別会計予備費予算総額２兆214億円余のうち、平成16年３月26日に使用を決定した金

額は１億円で、これは国立病院特別会計療養所勘定における退職手当の不足を補うために

必要な経費である。また、平成15年度特別会計予備費使用総額は111億円である。

　平成十五年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管

　経費増額調書（その2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

平成16年３月26日から同年3月30 日までの間に決定した経費増額総額は110億円余で、そ



の内訳は、国立病院特別会計療養所勘定における退職手当の不足を補うために必要な経費

の増額109億円などである。また、平成15年度特別会計予算総則第14条に基づく経費増額

総額は392億円余である。

(NHK決算）

　　日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに

　　関する説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本件は、日本放送協会（ＮＨＫ）の平成13年度の決算書類である。この決算書類によれ

ば、日本放送協会の平成13年度末の資産及び負債の状況は、一般勘定における資産総額

6,981億円に対し負債総額2,698億円、資本総額4,282億円となっている。また、当年度中

の損益の状況は、事業収入が6,576億円、事業支出が6,445億円で当期事業収支は131億円

の黒字となっている。

　　　日本放送協会平成十四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに

　　　関する説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要旨】

　本件は、日本放送協会（ＮＨＫ）の平成14年度の決算書類である。この決算書類によれ

ば、日本放送協会の平成14年度末の資産及び負債の状況は、一般勘定における資産総額

7,112億円に対し負債総額2,726億円、資本総額4,385億円となっている。また、当年度中

の損益の状況は、事業収入が6,647億円、事業支出が6,545億円で当期事業収支は102億円

の黒字となっている。




